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令和６年能登半島地震災害義援金について 

  

今年１月１日、石川県能登半島で発生した大地震により、同半島は甚大な被害を受けまし

た。今回の地震で犠牲となられた方は２００人を超え、家屋の倒壊などで、未だ避難所生活

を余儀なくされている方も多くみえます。寒さが厳しさを増す被災地では、依然活発な地震

が発生しており、先行きの見通せない不安な状況が続いています。 

つきましては、被災者の皆様に寄り添い、希望を持っていただくため、多治見市区長会と

して、義援金の募集をさせていただきたいと思います。 

義援金はあくまでも任意で、強制ではありません。支援の機会の一つとして同意いただけ

る区については、下記のとおり区長会で義援金をまとめ被災地に送らせていただきます。 

 

１．義援金の額について 

（１）１，０００円単位とします。 

 

２．義援金の納入方法等 

（１）納入方法 

以下のいずれかの方法で納入願います。 

一旦事務局がお預かりし、後程まとめて日本赤十字社開設口座へ振り込みます。 

① 現金を持参 区長会事務局（市役所本庁舎１階 くらし人権課）まで現金を持参。 

② 口座振込み  下記振込口座へ振込み。振込み手数料は各区で負担をお願いします。 

（２）納入期限  ３月１１日（月）まで 

 

＜振込先＞ 

金融機関名 陶都信用農業協同組合 川南支店 

口座名義 多治見市
た じ み し

区長会
くちょうかい

 会費
か い ひ

 代表
だいひょう

 原
はら

 國夫
く に お

 

口座の種類 普通預金 

口座番号 ００１２２６５ 

 

３．義援金の送付先 

（１）日本赤十字社開設口座（被災地全域への寄付）へまとめて振り込みます。 

    義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、被災県が設置する義援金配分委員

会へ被災状況に応じて配分されます。 

＜担当＞ 多治見市区長会事務局 （市役所くらし人権課内） 担当：水野・堤 

 電話：0572-22-1134 ﾒｰﾙ：kurashi-jinken@city.tajimi.lg.jp 
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